
 

京都市農業委員会の選挙による委員等に関する条例の一部を改正する条例（平成２７年 

１２月１７日京都市条例第   号）（産業観光局農林振興室農政企画課） 

  農業委員会等に関する法律の一部改正に伴う農業委員会制度の見直しに対応するため，

次のとおり必要な規程を整備することとしました。 

 １ 京都市農業委員選定委員会の設置 

   農業委員会の委員（以下「農業委員」という。）の選出に係る従前の選挙制度及び

選任制度（農業協同組合等又は議会の推薦を受けて市町村長が選任するもの）が廃止

され，農業委員はいずれも議会の同意を要件として市町村長が任命することとなりま

した。市町村長が農業委員を任命しようとするときは，あらかじめ，農業者等に対し

候補者の推薦を求めるとともに，農業委員になろうとする者を募集しなければならな

いこととなるため，推薦を受けたもの及び募集に応募した者の中から，農業に関する

識見を有し，農地等の利用の最適化の推進その他の農業委員としての職務を適切に行

うことができる者を，公平かつ透明な過程を経て選出することが必要となります。そ

こで，地域の農業の実情を知り，農地行政に関する専門的な知識を有する者によって

組織する京都市農業委員選定委員会を設置し，農業委員の選定に関する事項について，

市長の諮問に応じ，調査し，及び審議することとしました。 

 ２ 農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数の規定 

   農業委員の定数の基準が変更され，農地利用最適化推進委員が新設されるため，農

業委員の定数を改正するとともに，新たに農地利用最適化推進委員の定数を条例に定

めることとしました。 

 ３ 部会の廃止 

   京都市農業委員会の部会を廃止することとしました。 

 

   この条例中，第１条の規定は平成２７年１２月１７日から，第２条，附則第２項及

び附則第３項の規定は，平成２８年４月１日から施行することとしました。 

２２



 京都市農業委員会の選挙による委員等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

  平成２７年１２月１７日 

京都市長  門 川 大 作   

京都市条例第  号 

   京都市農業委員会の選挙による委員等に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 京都市農業委員会の選挙による委員等に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第１条中「定める」の右に「とともに，京都市農業委員選定委員会（以下「選定委員

会」という。）の設置等に関し必要な事項を定める」を加える。 

  本則に次の４条を加える。 

 （選定委員会） 

第５条 委員会の委員の選定に関する事項について，市長の諮問に応じ，調査し，及び

審議するため，選定委員会を置く。 

（選定委員会の組織） 

第６条 選定委員会は，委員５人以内をもって組織する。 

２ 選定委員会の委員（以下「選定委員」という。）は，学識経験のある者その他市長

が適当と認める者のうちから，市長が委嘱する。 

（選定委員の任期） 

第７条 選定委員の任期は，１年以内において市長が定める期間とする。ただし，補欠

の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

２ 選定委員は，再任されることができる。 

（委任） 

第８条 前３条に定めるもののほか，選定委員会に関し必要な事項は，市長が定める。 

第２条 京都市農業委員会の選挙による委員等に関する条例の一部を次のように改正する。 

  題名を次のように改める。 

    京都市農業委員会の委員等に関する条例 

  第１条中「第７条第１項，第１０条の２第２項及び第３項並びに第１９条第６項」を

「第８条第２項及び第１８条第２項」に，「（以下「委員会」という。）の選挙による

委員等に関し必要な事項」を「の委員（以下「農業委員」という。）等の定数」に改め

る。 

 第２条及び第３条を次のように改める。 

２２



（農業委員の定数） 

第２条 農業委員の定数は，１９人とする。 

（農地利用最適化推進委員の定数） 

第３条 農地利用最適化推進委員の定数は，２９人とする。 

  第４条を削る。 

  第５条中「委員会の委員」を「農業委員」に改め，同条を第４条とする。 

  第６条を第５条とし，第７条を第６条とし，第８条を第７条とする。 

  別表第１及び別表第２を削る。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例中第１条の規定は公布の日から，第２条，次項及び附則第３項の規定は平成

２８年４月１日から施行する。 

（委員の定数の特例） 

２ 第２条の規定による改正後の京都市農業委員会の委員等に関する条例第２条の規定に

かかわらず，農業委員会等に関する法律施行令の一部を改正する政令（平成２７年政令

第３６６号）附則第３項に規定する農林水産省令で定める日までの間は，京都市農業委

員会の委員の定数は，２１人とする。 

（関係条例の一部改正） 

３ 京都市報酬及び費用弁償条例の一部を次のように改正する。 

  第２条第１２号中「及び農業委員会の部会長」を削り，同条第１３号中「，農業委員

会会長」を「及び農業委員会会長」に改め，「及び農業委員会の部会長」を削る。 

（産業観光局農林振興室農政企画課） 

 


